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在日米軍による低空飛行訓練について(外務省公表文書) 

                            

                           平成 11 年 1 月 14 日 

                           外 務 省           

 

 平成 11 年 1 月 14 日、日米合同委員会は、在日米軍による低空飛行訓練について別紙を

公表することに合意した。 

 なお、日米両国政府は、今後、必要に応じ、低空飛行訓練について協議していくことと

なっている。                

                                  （了） 

 

（別紙） 

 日本において実施される軍事訓練は、日米安全保障条約の目的を支えることに役立つも

のである。空軍、海軍、陸軍及び海兵隊は、この目的のため、定期的に技能を錬成してい

る。戦闘即応態勢を維持するために必要とされる技能の 1 つが低空飛行訓練であり、これ

は日本で活動する米軍の不可欠な訓練所要を構成する。安全性が最重要であることから、

在日米軍は低空飛行訓練を実施する際に安全性を最大限確保する。同時に、在日米軍は、

低空飛行訓練が日本の地元住民に与える影響を最小限にする。 

 

1  最大限の安全性を確保するため、在日米軍は、低空飛行訓練を実施する区域を継続的

に見直す。低空飛行の間、在日米軍の航空機は、原子力エネルギー施設や民間空港など

の場所を、安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物

（学校、病院等）に妥当な考慮を払う。 

2  在日米軍は、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）や日本の航空法により規定される最低高

度基準を用いており、低空飛行訓練を実施する際、同一の米軍飛行高度規制を現在適用

している。 

3  低空飛行訓練の実施に先立ち、在日米軍は、訓練区域における障害物ないし危険物に

ついて、定期的な安全性評価の点検を行う。更に、情報伝達及び飛行計画チャートへの

記載のため、パイロットは訓練区域における変化をスケジュール策定担当部局に継続的

に報告する。 

4  低空飛行を含む訓練飛行の実施に先立ち、飛行クルーは、標準的な運用手続き及びク

ルーの連携機能をレビューするため徹底したブリーフィングを実施し、計画された飛行

経路を念入りに研究する。また、整備要員と飛行クルーは離陸に先立ち航空機を点検し、

航空機が安全にその任務を遂行することを確保する。 

5  在日米軍は、日本国民の騒音に対する懸念に敏感であり、週末及び日本の祭日におけ

る低空飛行訓練を、米軍の運用即応態勢上の必要性から不可欠と認められるものに限定

する。 

6  米軍政府は、低空飛行訓練によるものとされる被害に関する苦情を処理するための、

現在の連絡メカニズムを更に改善するよう、日本政府と引き続き協力する。 
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